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１ 防災指針の概要 

防災指針は、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関す

る機能の確保を図るための指針であり、防災指針に基づく具体的な取組と合わ

せて立地適正化計画に定めるものです。 

本市では、内水浸水想定区域の浸水深０．３ｍ未満を除く全ての災害ハザー

ドエリアを居住誘導区域から除外していますが、都市拠点及び地区拠点につい

ては、避難等に必要な施設利用が想定されるため、都市機能誘導区域から災害

ハザードエリアを除外していません。なお、都市計画運用指針の考えに基づき、

都市機能誘導区域は居住誘導区域としても設定しています。 

また、災害ハザードエリアを防災対策先導区域として位置づけ、ハザードエ

リアであることの再周知、災害に対する意識啓発、重点的な防災・減災対策な

どに取組んでいます。 

そのため、本市における防災指針は居住誘導区域及び都市機能誘導区域に加

えて防災対策先導区域を対象として検討しました。 

防災指針における災害リスク分析等の検討結果は、「現状及び課題」、「まち

づくりの方針」、「立地適正化計画の基本的な考え方」と連携を図っています。 

さらに、防災指針は本市における防災・減災に係る主要な計画である「藤沢

市地域防災計画」、「藤沢市国土強靱化地域計画」、「藤沢市津波避難計画」等と

整合を図っています。 

図表４－１ 防災指針の検討フロー及び他項目等との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

立地適正化計画 

現状及び課題、まちづくりの方針 

、立地適正化計画の基本的な考え方 

防災指針 

【ＳＴＥＰ１】 
災害ハザード情報等の収集、整理 
【ＳＴＥＰ２】 
災害リスクの高い地域等の分析・抽出 
【ＳＴＥＰ３】 
防災・減災まちづくりに向けた課題の整理 
【ＳＴＥＰ４】 
防災まちづくりの取組方針の検討 
【ＳＴＥＰ５】 
具体的な取組、スケジュールの検討 
【ＳＴＥＰ６】 
目標値の検討 

防災・減災に係る 

主要な計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等 

藤沢市 

地域防災計画 

藤沢市国土 

強靱化地域計画 

藤沢市 

津波避難計画 

整合 

整合 



3 

２ 本市の方針 

  防災指針を記載する本市の方針は次のとおりです。 

（１）災害ハザードエリアを含む都市機能誘導区域においては、居住の誘導も兼

ねていることから、そのリスクを周知し災害に対する意識啓発を図りつつ、

居住や都市機能を維持していくため、都市再生特別措置法に基づき防災指針

を記載する。 

（２）本市が独自に設定した防災対策先導区域は、届出制度を活用することで当

該地の災害ハザード状況や避難方法等について事業者や市民等へ周知を行っ

ている。その防災対策先導区域において、周知する内容をより充実させるた

め、防災指針を記載する。 

 

３ 災害ハザード情報等の収集、整理 

（１）収集、整理の対象となる災害ハザード情報 

災害リスク分析の実施にあたり、本市での発生が想定されている以下の災

害ハザード情報を収集、整理しました。 

 

図表４－２ 収集、整理の対象となる災害ハザード情報 

種別 災害ハザード情報 

水災害 

①洪水浸水想定区域（計画規模、想定最大規模） 

②家屋倒壊等氾濫想定区域（洪水（想定最大規模）） 

③津波災害警戒区域 

④高潮浸水想定区域 

⑤家屋倒壊等氾濫想定区域（高潮（氾濫流、越波）） 

⑥内水浸水想定区域 

土砂災害 

⑦土砂災害警戒区域 

⑧土砂災害特別警戒区域 

⑨急傾斜地崩壊危険区域 

地震 

⑩計測震度分布（揺れやすさ） 

⑪建物全壊率分布（地域危険度） 
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４ 災害リスクの高い地域等の分析・抽出 

（１）災害リスクの分析項目 

洪水浸水想定区域等の災害ハザード情報と建物等の都市の情報を重ね合

わせ、どこで、どの程度の被害が見込まれるかを分析しました。 

なお、地震については、全市的な災害リスクが想定され、居住や都市機能

の立地誘導では、災害リスクの回避や低減が困難であることから、災害リス

ク分析の対象外としますが、既に取り組んでいる建物等の耐震化を促進する

ことにより、防災機能向上を図ります。 

また、次ページ以降に本分析の一例を掲載しています。 

 

図表４－３ 災害リスクの分析項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害ハザード情報  都市の情報  分析の視点 

洪水浸水深 

 建物階数  垂直避難によるリスク回避 

 避難施設  徒歩による避難所への避難 

 防災拠点施設  防災拠点施設の機能低下 

 医療機能施設  医療機能施設の機能低下 

 福祉機能施設  福祉機能施設の機能低下 

 道路網  避難路としての活用 

洪水浸水継続時間  住宅  長期にわたる孤立の可能性 

【洪水】家屋倒壊等氾濫想定
区域（氾濫流、河岸浸食） 

 建物 
 

家屋倒壊の危険性 

津波基準水位  建物構造  家屋全壊の危険性 

津波災害警戒区域  
避難施設 

 徒歩による避難所への避難 

津波到達時間   津波第一波到達前の避難 

高潮浸水深  建物階数  垂直避難によるリスク回避 

高潮浸水継続時間  住宅  長期にわたる孤立の可能性 

【高潮】家屋倒壊等氾濫想定
区域（氾濫流、越波） 

 建物 
 

家屋倒壊の危険性 

高潮浸水想定区域  避難施設  徒歩による避難所への避難 

内水浸水深  建物階数  垂直避難によるリスク回避 

内水浸水想定区域  避難施設  徒歩による避難所への避難 

土砂災害（特別）警戒区域  
建物 

 
土砂災害の危険性 

急傾斜地崩壊危険区域   
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（２）洪水（想定最大規模） 

①浸水深×建物階数 

浸水深０.５ｍ以上～３.０ｍ未満の区域の建築物の約３割（約５,５００棟）

が、垂直避難が困難となる１Ｆ建物となっており、本鵠沼、鵠沼松が岡、鵠沼

海岸などに多くみられます。 

浸水深３.０ｍ以上～５.０ｍ未満の区域では、建築物の約９割（約６,８０

０棟）が、垂直避難が困難となる１～２Ｆ建物となっており、柳小路駅周辺、

片瀬４丁目、藤沢１～３丁目、西富２丁目、弥勒寺１丁目などで多くみられ

ます。また、水平避難が望まれる浸水深５.０ｍ以上の区域には８１０棟の

建物が立地しており、その多くは白旗１～２丁目周辺にみられます。 

想定最大規模の洪水浸水想定区域内には、全市民の約２割（約９０,００

０人）が居住しています。 

図表４－４ 洪水浸水深（想定最大規模）×建物階数の重ね図 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：藤沢市ハザードマップ、都市計画基礎調査  

東海道本線南側 図表４－５ 
白旗１～２丁目周辺 
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図表４－６ 東海道本線南側 

 

資料：藤沢市ハザードマップ、都市計画基礎調査 

 

【参考】洪水浸水想定区域の想定条件   【参考】浸水深と建物階数の関係性 

 

 

 

 

 

 

 

資料：藤沢市ハザードマップ  

①境川水系 

・境川流域の２４時間総雨量６３２ｍｍ 

②引地川水系 

・引地川、蓼川の２４時間総雨量４１２ｍｍ 

③目久尻川 

・２４時間総雨量３９８ｍｍ 

④小出川 

・２４時間総雨量３５４ｍｍ 
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②家屋倒壊等氾濫想定区域（想定最大規模）×建物 

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）における建築物の約５割（約１３０棟）

は、洪水時に流出が見込まれる木造建物となっており、その半数以上が宮前

に立地しています。 

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）では、約４,７００棟の建物が立地

しており、境川、白旗川、滝川沿いにおいて多くみられます。 

図表４－７ 【洪水】家屋倒壊等氾濫想定区域（想定最大規模）×建物の重ね図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：藤沢市ハザードマップ、都市計画基礎調査  

 

境川水系沿い 
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図表４－８ 境川水系沿い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：藤沢市ハザードマップ、都市計画基礎調査  

河岸浸食のイメージ図 

氾濫流のイメージ図 

境川 

柏尾川 

滝川 

白旗川 
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（３）津波 

①基準水位×建物構造 

木造建物が全壊となる割合が大幅に高まる基準水位２.０ｍ以上の区域は、

江の島や沿岸部を中心に指定されています。 

基準水位２.０ｍ以上の区域における建築物の約７割（約５,０００棟）は、

全壊するリスクの高い木造建物となっており、鵠沼海岸、辻堂東海岸２～４

丁目、片瀬海岸２～３丁目、片瀬４丁目等に多くみられます。 

 

図表４－９ 津波基準水位と建物構造の重ね図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：藤沢市津波ハザードマップ、都市計画基礎調査 
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【参考】津波災害警戒区域の想定条件 

 

 

 

 

【参考】津波浸水深に対する建物被害の割合 

東日本大震災からの復興に向け、国土交通省が行った「津波被災市街地復

興手法検討調査（とりまとめ）」２０１２年（平成２４年４月）によると、浸

水深２.０ｍ前後で被災状況に大きな差があり、浸水深２.０ｍ以下の場合に

は建物が全壊となる割合は大幅に低下する傾向がみられました。 

一方で、建物構造別にみると、浸水深１.５ｍ～２.０ｍでは、ＲＣ造は全

壊割合が約５％に対し、木造では全壊割合が２０％以上であり、必ずしも低

い割合といえるものではありません。 

図表４－１０ 浸水深に対する建物被害の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：津波被災市街地復興手法検討調査（とりまとめ）（２０１２年（平成２４年）４月）  

神奈川県沿岸に最大クラスの津波をもたらすとされる５つの地震（「相模トラフの最

大クラス（西側）」、「相模トラフの最大クラス（中央）」、「元禄関東地震」、「元禄関東地

震＋国府津－松田断層帯の連動地震」、「慶長型地震」）の津波浸水予測図に基づき、「浸

水域」と「浸水深」が最大となるよう最も厳しい条件を想定 

図表４－１１ ＲＣ造における 

浸水深ごとの建物被災割合 

図表４－１２ 木造における 

浸水深ごとの建物被災割合 
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【参考】基準水位と浸水深の違い 

基準水位は、津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物等への衝突に

よる津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位

であり、地盤面からの高さで示します。 

本市では、浸水深より水位が高くなる基準水位を用いてリスク分析を行う

こととしました。 

 

図表４－１３ 基準水位と浸水深のイメージ 
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（４）高潮 

①浸水深×建物階数 

浸水深０.５ｍ以上～３.０ｍ未満の区域は、江の島１丁目、片瀬海岸２～

３丁目、片瀬４丁目、鵠沼海岸２～５丁目、辻堂西海岸３丁目等において、

広範囲に指定されています。 

当該区域の建築物の約２割（約５４０棟）は、垂直避難が困難となる１Ｆ

建物となっており、特定のエリアにおける集積等はみられず点在しています。 

また、１～２Ｆ建物の垂直避難が困難となる浸水深３.０ｍ以上の区域は、

鵠沼海岸１丁目の極めて狭い範囲にのみ指定されており、当該区域における

建物の立地はみられません。 

 

図表４－１４ 高潮浸水深と建物階数の重ね図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：神奈川県高潮浸水想定区域図、都市計画基礎調査 
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②家屋倒壊等氾濫想定区域×建物 

江の島や沿岸部の家屋倒壊等氾濫想定区域（越波）には、２６棟の建物が

立地しています。 

また、家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）には１棟の建物が立地していま

すが、構造は非木造となっています。 

 

図表４－１５ 【高潮】家屋倒壊等氾濫想定区域と建物の重ね図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：神奈川県高潮浸水想定区域図、都市計画基礎調査 

【参考】高潮浸水想定区域の想定条件 

  
最悪の事態を想定し、我が国における既往最大規模の台風により、相模灘沿岸で潮位

偏差（実際の潮位と天文潮位の差）又は波高が大きくなる複数の経路・移動速度を設定

して、高潮浸水シミュレーションを実施。この複数のシミュレーションの結果から、最

大となる浸水区域、浸水深及び浸水継続時間を抽出 

越波のイメージ図 

氾濫流のイメージ図 
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（５）内水 

①浸水深×建物階数 

浸水深０.５ｍ以上～３.０ｍ未満の区域の建築物の約２割（約１,１００

棟）が、垂直避難が困難となる１Ｆ建物となっており、鵠沼海岸３～５丁目、

鵠沼藤が谷４丁目、西俣野等において多くみられます。 

１～２Ｆ建物の垂直避難が困難となる浸水深３.０ｍ以上～５.０ｍ未満

の区域には、約２０棟の１～２Ｆ建物が立地しており、その多くは藤沢及び

藤沢１丁目周辺の境川沿いに立地しています。また、水平避難が望まれる浸

水深５.０ｍ以上の区域には、数棟の建物が立地しています。 

 

図表４－１６ 内水浸水深×建物階数の重ね図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：藤沢市資料、都市計画基礎調査  

西俣野 

境川沿い 

鵠沼海岸 

柳小路駅周辺 
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図表４－１７ 西俣野        図表４－１８ 境川沿い 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

図表４－１９ 柳小路駅周辺       図表４－２０ 鵠沼海岸 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：藤沢市資料、都市計画基礎調査 

 

【参考】内水浸水想定区域の想定条件 

 

 

 

 

  

雨の基準は想定し得る最大規模の降

雨である１時間当たり１５３ｍｍで、排

水先河川の水位を河川計画上一番高い

水位と設定 
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（６）土砂災害  

①土砂災害（特別）警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域（未整備区域）×建物 

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域には、約３,３００棟の建物

が立地しており、江の島、片瀬１～３丁目、藤沢４～５丁目、稲荷１丁目、

城南１～２丁目、川名、宮前、大庭などで多くみられます。 

急傾斜地崩壊危険区域は、１９区域中１２区域が整備済となっているため、

災害リスク分析は未整備区域を対象として行いました。 

未整備の急傾斜地崩壊危険区域には、約２６０棟の建物が立地しており、

江の島、片瀬１丁目、片瀬山１丁目などで多くみられます。 

図表４－２１ 土砂災害（特別）警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域 

（未整備区域）×建物の重ね図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：神奈川県資料、藤沢市ハザードマップ、都市計画基礎調査  

図表４－２２ 江の島 

藤沢・大庭・城南 

片瀬・村岡 
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図表４－２３ 藤沢・大庭・城南 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４－２４ 片瀬・村岡     【参考】土砂災害警戒区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：神奈川県資料、藤沢市ハザードマップ、都市計画基礎調査 資料：藤沢市ハザードマップ 

土砂災害警戒区域（急傾斜地

の崩壊）は傾斜地の形態に着目

し、一律に指定されるもので、

指定基準は以下のとおりです。 

１：傾斜度が 30 度以上で高さ

が 5ｍ以上の区域 

２：急傾斜地の上端から水平距

離が 10ｍ以内の区域 

３：急傾斜地の下端から急傾斜

地の高さの 2倍以内 

（50ｍを超える場合は 50ｍ） 
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５ 防災・減災まちづくりに向けた課題の整理 

災害リスクの高い地域等の分析・抽出を踏まえ、今後の防災・減災対策の方向性を定め

るため、都市マスタープランの１３地区ごとに防災上の課題を整理しました。 

図表４－２５ １３地区ごとの防災上の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：災害リスクの高い地域 

＜御所見地区＞ 

◆小出川等の浸水想定区域が見られる 

◆内水浸水想定区域が見られる 

洪水 内水 

＜鵠沼地区＞ 

◆高潮等の浸水に対して垂直避難が困難な建物が集積 
◆境川水系や引地川水系の洪水浸水や家屋が倒壊する

おそれがある 
◆津波により全壊するリスクが高い建物が集積 
◆都市型水害による内水浸水のおそれがある 

内水 洪水 
 

津波 
 

高潮 
 

＜辻堂地区＞ 

◆津波により全壊するリスク

が高い建物が集積 
◆高潮浸水に対して垂直避難
が困難な建物が集積 

津波 
 

高潮 
 

＜村岡地区＞ 

◆境川水系の洪水浸水や家屋が
倒壊するおそれがある 

◆土砂災害のおそれがある 

洪水 土砂 

＜藤沢地区＞ 
◆境川水系の洪水浸水や家屋が倒壊する
おそれがある 

◆都市型水害による内水浸水のおそれが

ある 
◆土砂災害のおそれがある 

内水 洪水 
 

土砂 

＜善行地区＞ 

◆境川水系の洪水浸水や家屋が倒壊する
おそれがある 

洪水
￥水 

＜六会地区＞ 

◆引地川水系の洪水浸水のおそれがある 
◆都市型水害による内水浸水のおそれが
ある 

内水 洪水 

＜明治地区＞ 

◆土砂災害のおそれがある 

土砂 
 

＜湘南台地区＞ 

◆引地川水系の家屋倒壊等氾濫想定区域が
見られる 

洪水 
ｃ 

＜遠藤地区＞ 

◆小出川の浸水想定区域が見られる 
◆内水浸水想定区域が見られる 

洪水 内水 

＜長後地区＞ 

◆引地川水系の浸水想定区域が見られる 

洪水 
ｃ 

＜湘南大庭地区＞ 

◆引地川水系の洪水浸水のおそれがある 
◆土砂災害のおそれがある 

洪水 
ｃ 

土砂 

＜片瀬地区＞ 

◆高潮等の浸水に対して垂直避難が困難な建物が集積 

◆境川水系の洪水浸水や家屋が倒壊するおそれがある 
◆津波により全壊するリスクが高い建物が集積 
◆土砂災害のおそれがある 

津波 高潮 
 

土砂・急傾斜 洪水 
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６ 防災まちづくりの取組方針の検討 

防災・減災まちづくりに向けた課題の整理を踏まえ、災害リスクの回避や低減を目指

した防災まちづくりの取組方針を以下のように定めました。 

 

図表４－２６ １３地区別の防災まちづくりの取組方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜全市的な取組＞ 

◆届出制度による災害リスクの回避 

◆ハザードマップ等による災害リスクの周知 

◆自主防災組織の強化等による地域防災力の向上 

◆要配慮者利用施設の管理者等の事業者との連携強化 

◆狭あい道路の解消等による避難路の確保 

◆建物等の耐震化の促進 

：災害リスクの高い地域 

＜鵠沼地区＞ 

◆引地川水系、境川水系の河川整備による浸水

被害の軽減 

◆津波避難場所の確保及び津波避難施設の整備 

◆下水道整備による内水被害の軽減 

内水 洪水 
 

津波 
 

高潮 
 ＜片瀬地区＞ 

◆境川水系の河川整備による浸水被害の軽減 

◆津波避難場所の確保及び津波避難施設の整備 

◆土砂災害リスクを有するエリアにおける安全の
確保 

津波 
 

高潮 
 

土砂・急傾斜 洪水 
 

＜辻堂地区＞ 

◆津波避難場所の確保及び津波避難施設の整備 

津波 
 

高潮 
 

＜明治地区＞ 

◆土砂災害リスクを有するエリアにおける安
全の確保 

土砂 
 

＜村岡地区＞ 

◆境川水系の河川整備に
よる浸水被害の軽減 

◆土砂災害リスクを有す
るエリアにおける安全
の確保 

洪水 
 

土砂 
 

＜湘南台地区＞ 

◆引地川水系の河川整備による水災害の軽減 

洪水 
 

＜長後地区＞ 

◆引地川水系の河川整備による浸水被害の軽減 

洪水 
 

＜六会地区＞ 

◆引地川水系の河川整備による浸水被害の軽減 

◆下水道整備による内水被害の軽減 

内水 洪水 
 

＜藤沢地区＞ 

◆境川水系の河川整備による浸水被害の軽減 

◆下水道整備による内水被害の軽減 

◆土砂災害リスクを有するエリアにおける安
全の確保 

内水 洪水 
 

土砂 

＜湘南大庭地区＞ 

◆引地川水系の河川整備による浸水被害の軽

減 

◆土砂災害リスクを有するエリアにおける安
全の確保 

洪水 
ｃ 

土砂 

＜善行地区＞ 

◆境川水系の河川整備による浸水被害の軽減 

洪水 

＜遠藤地区＞ 

◆小出川の河川整備による浸水被害の軽減 

◆下水道整備による内水被害の軽減 

洪水 内水 

＜御所見地区＞ 

◆小出川の河川整備による浸水被害の軽減 

◆下水道整備による内水被害の軽減 

洪水 内水 

※特に沿岸部の地区拠点に対して 

周知を図ってまいります。 
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図表４－２７ 都市拠点別の防災まちづくりの取組方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜片瀬・江の島都市拠点＞ 

◆境川水系の河川整備による水災害の軽減 

◆津波避難場所の確保及び津波避難施設の
整備 

◆土砂災害リスクを有するエリアにおける
安全の確保 

津波 
 

土砂・急傾斜 洪水 
 

＜藤沢駅周辺都市拠点＞ 

◆境川水系の河川整備による浸水被害の軽減 

◆駅前のインフラ施設の再整備 

◆下水道整備による内水被害の軽減 

◆土砂災害リスクを有するエリアにおける安全の

確保 

 

洪水 
 

内水 

 

土砂 

＜辻堂駅周辺都市拠点＞ 

◆下水道整備による内水被害

の軽減 

内水 

＜湘南台駅周辺都市拠点＞ 

◆下水道整備による内水被害
の軽減 

内水 

＜村岡新駅周辺都市拠点＞ 

◆河川氾濫防止のための対策 

◆浸水に対応した基盤整備 

◆事業者と連携した浸水対策 

洪水 
 

内水 

 

＜健康と文化の森都市拠点＞ 

◆小出川の河川整備や雨水貯留機能等

の強化 

◆下水道整備等による浸水発生の防止
及び被害の軽減 

洪水 
 

内水 

 

※災害ハザードエリアの都市拠点に対して 

周知を図ってまいります。 
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７ 具体的な取組、スケジュールの検討 

防災まちづくりの取組方針を踏まえた防災・減災に係る具体的な取組及びスケジュー

ルは以下のとおりです。 

 

図表４－２８ 防災・減災に係る具体的な取組及びスケジュール 

凡例：(実施期間：    / 継続的に随時実施：   ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期
(５年)

中期
(10年)

長期
(20年)

引地川水系・境川水系等の河川整備 県・市

準用河川の整備 市

内水浸水対策の推進 市

市有地における土砂災害（特別）警戒
区域の安全確保

市

急傾斜地崩壊危険区域等の安全確保 県・市

津波避難場所の確保 市・事業者

津波避難施設の整備 県・市

各種津波防災看板の更新 市

津波対策避難行動訓練の実施 市・市民

拠点施設の再整備 市

防災広場や備蓄拠点の整備 市

藤沢駅南口駅前広場及びデッキの再整
備

市

村岡新駅の整備に伴う防災・減災対策 市

避難場所となる近隣・街区公園の新設 市

都市計画道路等の整備及び狭あい道路
の解消・危険ブロック塀等安全対策工
事補助による避難路の確保

市

建築物の耐震性の向上 市

地下施設等への浸水防止対策の促進 市・事業者

下水道の機能確保 市

地域住民の防災力の強化 市・市民

地区特性に応じた防災情報の整理及び
計画作成

市・市民

防災備蓄倉庫の新設及び資機材の整備 市

要配慮者の避難体制の整備 市・事業者

災害時応援協定の推進 市・事業者

ふじさわ防災ナビ（小冊子版）の見直
し及び普及

市

ハザードマップや防災に係る各種計画
等の見直し

市

学校における防災教育の推進 市

藤沢市立地適正化計画に基づく届出制
度の運用

市

多様な災害情報の伝達手段の確保 市

津波対策

防災拠点等
の整備

地域防災力
の向上

災害リスク
の周知

都市構造・
建築物の強化

土砂災害の防止

取組方針 取組内容 実施主体
実施時期

河川等の整備


